
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
三
条
の
十
」
を
「
第
六
十
三
条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
除
き
、
」
の
下
に
「
道
路
の
左
側
部
分
に
設
け
ら
れ
た
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
三
の
付
記
、
第
五
十
一
条
の
十
二
の
付
記
及
び
第
五
十
一
条
の
十
五
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
一

号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
十
三
節
中
第
六
十
三
条
の
十
を
第
六
十
三
条
の
十
一
と
し
、
第
六
十
三
条
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
転
車
の
検
査
等
）

第
六
十
三
条
の
十

警
察
官
は
、
前
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
制
動
装
置
を
備
え
て
い
な
い
た
め

交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
自
転
車
と
認
め
ら
れ
る
自
転
車
が
運
転
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
自
転
車

を
停
止
さ
せ
、
及
び
当
該
自
転
車
の
制
動
装
置
に
つ
い
て
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
は
、
当
該
自
転
車
の
運
転
者
に
対
し
、
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
交



通
の
安
全
を
図
る
た
め
必
要
な
応
急
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
じ
、
ま
た
、
応
急
の
措
置
に
よ
つ
て
は
必
要
な
整
備
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
自
転
車
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
転
車
の
運
転
を
継
続
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
八
号
の
三

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
八
号

の
四
）

第
六
十
四
条
の
見
出
し
中
「
無
免
許
運
転
」
を
「
無
免
許
運
転
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対

し
、
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
自
動
車
（
道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
以
下
単
に
「
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
当
該
業
務
に
従
事
中
の
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
自
動
車
を
除
く

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
が
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員

会
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
（
第
九
十
条
第
五
項
、
第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
百
三
条
の
二
第

一
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許



の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
運
転
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自

転
車
を
運
転
し
て
自
己
を
運
送
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
、
当
該
運
転
者
が
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運

転
す
る
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
に
同
乗
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
十
四
条
の
付
記
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
二
号

第
三
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
号
）

第
六
十
五
条
第
四
項
中
「
道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
以
下
単
に
「
」
及
び
「
」

と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
四
号
及
び
第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二

の
二
第
六
号
及
び
第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
を
「
第

百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
四
号
」
に
、
「
第

百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
、
第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
五
号
、
第
百
十
七
条
の
三

の
二
第
二
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
四
号
、
第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第

六
号
、
第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。



第
六
十
六
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
五
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
第
六
十
四
条
」
を
「
第
六
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
八
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二

の
二
第
六
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
九
号
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の

二
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ハ
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
に
改
め

、
同
号
ニ
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
四
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
十
一
号
」
に
、
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め

こ

る
。第

百
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
若
し
く
は
第
七
号
」

に
改
め
る
。

第
百
七
条
の
二
中
「
第
六
十
四
条
」
を
「
第
六
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条

の
二
の
二
第
一
号
」
に
改
め
る
。



第
百
八
条
の
付
記
及
び
第
百
八
条
の
二
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
一
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
百
十
七
条
の
二
の
二
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号

及
び
第
二
号
と
し
て
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

法
令
の
規
定
に
よ
る
運
転
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
（
第
百
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
国
際
運
転
免
許
証
等
で
自
動

車
等
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
な
け
れ
ば
運
転
し
、
又
は
操
縦
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
車
両
等
を
当
該
免
許
を
受
け
な
い
で
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止

さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
し
な
い
で
（
第
八
十
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
又
は
本
邦
に
上
陸
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
滞
在
期
間
が
一
年
を
超
え
て

い
る
場
合
を
含
む
。
）
運
転
し
た
者

二

第
六
十
四
条
（
無
免
許
運
転
等
の
禁
止
）
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
当
該
違
反
に
よ
り
当
該
自
動
車
又
は
原



動
機
付
自
転
車
の
提
供
を
受
け
た
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転

し
た
場
合
に
限
る
。
）

第
百
十
七
条
の
二
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
免
許
証
又
は
国
外
運
転
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者

第
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
号
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
」
に
、
「
同

条
第
四
号
」
を
「
同
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号

」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
三
号
」
を
「
同
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し

、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

第
六
十
四
条
（
無
免
許
運
転
等
の
禁
止
）
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
百
十
七
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
の
四

第
五
十
一
条
の
三
（
車
両
移
動
保
管
関
係
事
務
の
委
託
）
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
二
（
放
置
車
両

確
認
機
関
）
第
六
項
、
第
五
十
一
条
の
十
五
（
放
置
違
反
金
関
係
事
務
の
委
託
）
第
二
項
、
第
百
八
条
（
免
許
関
係
事
務

の
委
託
）
第
二
項
又
は
第
百
八
条
の
二
（
講
習
）
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円



以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
二
十
条
第
一
項
第
八
号
の
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

八
の
三

第
六
十
三
条
の
十
（
自
転
車
の
検
査
等
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
に
従
わ
ず
、
又
は
検
査
を
拒

み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者

八
の
四

第
六
十
三
条
の
十
（
自
転
車
の
検
査
等
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
者

第
百
二
十
三
条
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条

の
二
の
二
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条

道
路
交
通
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
十
五
」
を
「
第
五
十
一
条
の
十
六
」
に
改
め

る
。第

四
条
第
三
項
中
「
交
通
の
ひ
ん
ぱ
ん
な
」
を
「
環
状
交
差
点
（
車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
部
分
が
環
状
の
交
差
点
で

あ
つ
て
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
車
両
が
当
該
部
分
を
右
回
り
に
通
行
す
べ
き
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下



同
じ
。
）
以
外
の
交
通
の
頻
繁
な
」
に
、
「
つ
と
め
な
け
れ
ば
」
を
「
努
め
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
五
項
ま
で
」
の

下
に
「
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
左
折
等
）

第
三
十
五
条
の
二

車
両
は
、
環
状
交
差
点
に
お
い
て
左
折
し
、
又
は
右
折
す
る
と
き
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
で
き
る
限
り

環
状
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
（
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ

た
部
分
を
通
行
し
て
）
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

車
両
は
、
環
状
交
差
点
に
お
い
て
直
進
し
、
又
は
転
回
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
で
き
る
限
り
道
路
の

左
側
端
に
寄
り
、
か
つ
、
で
き
る
限
り
環
状
交
差
点
の
側
端
に
沿
つ
て
（
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分
を
通
行
し
て
）
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則

第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
）



第
三
章
第
六
節
中
第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）

第
三
十
七
条
の
二

車
両
等
は
、
環
状
交
差
点
に
お
い
て
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
前
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
環
状
交
差
点
内
を
通
行
す
る
車
両
等
の
進
行
妨
害
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

車
両
等
は
、
環
状
交
差
点
に
入
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
徐
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

車
両
等
は
、
環
状
交
差
点
に
入
ろ
う
と
し
、
及
び
環
状
交
差
点
内
を
通
行
す
る
と
き
は
、
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
環
状
交
差
点
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
環
状
交
差
点
に
入
ろ
う
と
す
る
車
両
等
、
当
該
環
状
交
差
点

内
を
通
行
す
る
車
両
等
及
び
当
該
環
状
交
差
点
又
は
そ
の
直
近
で
道
路
を
横
断
す
る
歩
行
者
に
特
に
注
意
し
、
か
つ
、
で

き
る
限
り
安
全
な
速
度
と
方
法
で
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則

第
百
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
二
）

第
五
十
一
条
の
三
の
付
記
、
第
五
十
一
条
の
十
二
の
付
記
及
び
第
五
十
一
条
の
十
五
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
四
」
を

「
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
」
に
改
め
る
。



第
三
章
第
九
節
の
二
中
第
五
十
一
条
の
十
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
放
置
違
反
金
収
納
事
務
の
委
託
）

第
五
十
一
条
の
十
六

都
道
府
県
は
、
放
置
違
反
金
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
確
保
及
び
納
付
命
令
を
受
け
た

者
の
納
付
の
義
務
の
履
行
に
寄
与
す
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
私
人
に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
次
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第

二
項
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「

前
二
項
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

車
両
の
運
転
者
は
、
環
状
交
差
点
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
環
状
交
差
点
を
出
る
と
き
、
又

は
当
該
環
状
交
差
点
に
お
い
て
徐
行
し
、
停
止
し
、
若
し
く
は
後
退
す
る
と
き
は
、
手
、
方
向
指
示
器
又
は
灯
火
に
よ
り

合
図
を
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
終
わ
る
ま
で
当
該
合
図
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条
の
付
記
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
並
び
に
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
三
項
」
の



下
に
「
並
び
に
第
三
十
五
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
百
四
条
の

二
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
免
許
申
請
書
」
の
下
に
「
（
次
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
免
許
申
請
書
及
び
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
当
該
質
問
票
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
が

次
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
質
問
を
す
る
た
め
、
内
閣

府
令
で
定
め
る
様
式
の
質
問
票
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
九
条
に
付
記
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
）

第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
備
考
一
の
１
中
「
第
百
一
条
第
五
項
」
を
「
第
百
一
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
一
条
の

二
第
三
項
」
を
「
第
百
一
条
の
二
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
災
害
そ
の
他
」
を
「
災
害



そ
の
他
の
」
に
改
め
、
「
六
月
」
の
下
に
「
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情

が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
」
を
加
え
、
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
交
付
さ
れ
た

免
許
証
」
の
下
に
「
及
び
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な

い
者
に
限
り
、
同
日
前
の
直
近
に
お
い
て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為

を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
」
を
加
え
、
「
当
該
効
力
を
失
つ
た
免

許
に
係
る
免
許
証
の
有
効
期
間
の
末
日
」
を
「
こ
れ
ら
の
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日
の
直
前
の
そ

の
者
の
誕
生
日
（
当
該
適
性
試
験
を
受
け
た
日
が
そ
の
者
の
誕
生
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
適
性
試
験
を
受
け
た

日
）
の
前
日
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
の
２
中
「
更
新
日
等
」
の
下
に
「
（
海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
第
百
一
条
第
一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
（
そ
の

免
許
が
そ
の
結
果
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ



の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
）
を
経
過
し
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
当
該
効
力
を
失
つ
た
免
許
に
係
る
免
許
証
の
有
効
期
間
の
末
日
、

第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
に
限
り
、
同
日
前
の

直
近
に
お
い
て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の

提
出
又
は
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に

対
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
あ
つ
て
は
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
。
４
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
を
、
「
除
く
」
の
下
に
「
。
４
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
一
の
４
中
「
（
仮
免
許
を
除
く
。
）
」
を
削
り

、
同
表
の
備
考
一
の
５
中
「
第
百
一
条
第
五
項
」
を
「
第
百
一
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
一

条
の
二
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
四
中
「
そ
の
他
」
を
「
そ
の
他
の
」

に
改
め
、
「
六
月
」
の
下
に
「
（
当
該
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
そ
の
期
間
内
に
次
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日



か
ら
起
算
し
て
一
月
）
」
を
加
え
、
同
表
中
備
考
五
を
備
考
六
と
し
、
備
考
四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五

第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
前
に
次
の
免

許
を
受
け
た
者
に
限
り
、
同
日
前
の
直
近
に
お
い
て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四

第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
こ
の
表
の
備
考
一
の
２
及
び
４
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
取
り
消
さ
れ
た
免
許
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
ま
で
の
期
間
及
び
当
該
次
の
免
許
を
受
け
て
い

た
期
間
は
、
継
続
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

第
九
十
六
条
第
六
項
中
「
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」
を

「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
の
三
中
「
者
を
除
く
」
の
下
に
「
。
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
取
消
処
分
者
等
」
と
い
う

」
を
、
「
運
転
免
許
試
験
を
除
く
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
免
許
が
失
効
し
た
た
め
又
は
第
百
七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
を
所



持
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
た
め
、
第
九
十
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
若
し
く
は
第
百
三
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
又
は
第
百
七
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
六
月
を
超
え
る
期
間
の
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
（
第
百
三
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
百
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

受
け
な
か
つ
た
者
（
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
準
取
消
処
分
者
等
」
と
い
う
。
）
で
、
運
転
免
許
試
験

を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
処
分
前
に
行
わ
れ
た
講
習
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
免
許
が
失
効
す
る
前
又
は
当
該
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
で
な
く

な
る
前
に
行
わ
れ
た
講
習
」
と
、
「
当
該
処
分
を
受
け
た
後
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
免
許
が
失
効
し
た
後
又
は
当
該
国
際

運
転
免
許
証
若
し
く
は
外
国
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
十
九
条
第
二
項
後
段
」
を
「
第
八
十
九
条
第
三
項
後
段
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
イ
中
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
（
当
該
取
消
し
を
受
け
た
日
前
の
直
近
に
お
い
て
し
た
第
八
十
九
条
第
一
項



、
第
百
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
提
出
又
は
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に

よ
る
報
告
に
つ
い
て
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ

の
者
の
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
及
び

第
十
二
号
に
お
い
て
「
特
定
取
消
処
分
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ

れ
ぞ
れ
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
検
査
及
び
講
習
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
受
け
た
も
の

そ
の
者

が
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
運
転
免
許
試
験
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
も
の
を
除
く
。
）

第
百
一
条
第
一
項
中
「
更
新
申
請
書
」
の
下
に
「
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
票
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、

当
該
更
新
申
請
書
及
び
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
当
該
質
問
票
。
第
五
項
及
び
第
百
一
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項

を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
申
請
書
の
提
出
が
第
百
一
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
経
由
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
経
由
地
公
安
委
員
会
）
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
更
新
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三



号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
質
問
を
す
る
た
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
質
問
票
を
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
一
条
に
付
記
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
）

第
百
一
条
の
二
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
安
委
員
会
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
特
例
更
新
申
請
書
（
次
項
の
規
定
に
よ
る

質
問
票
の
交
付
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
例
更
新
申
請
書
及
び
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
当
該
質
問
票
）
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
一
条
の
二
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
特
例
更
新
申
請
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、

そ
の
者
が
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な



質
問
を
す
る
た
め
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
質
問
票
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
一
条
の
二
に
付
記
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
）

第
百
一
条
の
二
の
二
第
三
項
中
「
第
百
一
条
第
四
項
」
を
「
第
百
一
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
の
三
第
二
項
中
「
第
百
一
条
第
四
項
」
を
「
第
百
一
条
第
五
項
」
に
、
「
第
百
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百

一
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
百
一
条
第
五
項
又
は
第
百
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
一
条
第
六
項
又
は
第
百
一
条
の
二

第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
免
許
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
）

第
百
一
条
の
五

公
安
委
員
会
は
、
免
許
を
受
け
た
者
が
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
）



（
医
師
の
届
出
）

第
百
一
条
の
六

医
師
は
、
そ
の
診
察
を
受
け
た
者
が
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
免
許
を
受
け
た
者
又
は
第
百
七
条
の
二
の
国
際
運
転
免
許
証
若
し
く

は
外
国
運
転
免
許
証
を
所
持
す
る
者
（
本
邦
に
上
陸
（
同
条
に
規
定
す
る
上
陸
を
い
う
。
）
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
滞

在
期
間
が
一
年
を
超
え
て
い
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
当
該
診
察
の
結
果
を
公
安
委
員
会
に
届

け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
医
師
か
ら
そ
の
診
察
を
受
け
た
者
が
免
許
を
受
け
た
者
で
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

３

刑
法
の
秘
密
漏
示
罪
の
規
定
そ
の
他
の
守
秘
義
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

公
安
委
員
会
は
、
そ
の
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
区
域
外
に
居
住
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け

た
と
き
は
、
当
該
届
出
の
内
容
を
、
そ
の
者
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
五
号
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条



第
二
項
」
を
「
第
百
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は

第
五
号
」
を
加
え
、
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
百
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
は
、
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
百
一
条
第
一
項
又
は
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
質
問
票
の
記
載
内
容
、
第
百
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る

も
の
と
す
る
。

第
百
四
条
の
二
の
三
第
六
項
中
「
、
第
三
項
」
を
「
、
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

「
第
一
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第

二
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
一
項
」
を
「
、
第
三
項
」
に
、
「
第

五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
四
条
の
二
の
三
第
三
項
」
に
、
「
又
は
同
条
第
三

項
」
を
「
又
は
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中

「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
効
力
の
停
止
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
停
止
の
期
間
が

満
了
す
る
ま
で
の
間
に
適
性
検
査
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同



項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

公
安
委
員
会
は
、
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
適
性
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適
性

検
査
を
受
け
る
べ
き
者
（
免
許
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
が
、
自
動
車
等
の
運
転
に
よ
り
交
通
事
故
を
起
こ
し
、
か
つ
、

当
該
交
通
事
故
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、
三
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
期
間
を
定
め
て
そ
の
者
の
免
許
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
を
受
け

た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
処
分
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
効
力
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

五
日
以
内
に
、
当
該
処
分
を
受
け
た
者
に
対
し
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
五

項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
中
「
第
百
一
条
第
五
項
」
を
「
第
百
一
条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
一
条
の
二
第



四
項
」
に
改
め
、
「
更
新
を
し
」
の
下
に
「
、
第
百
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
」
を
、
「
第
百
四
条
の
二
の
三

第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
条
第
三
項
中
「
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「

同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
免
許
証
に
係
る
免
許
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ

た
場
合
」
を
加
え
る
。

第
百
七
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
）

第
百
七
条
の
三
の
二

公
安
委
員
会
は
、
国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
が
当
該
国
際
運
転
免
許
証
等
に
係
る
発
給
の

条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
そ
の
者
が
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号

、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
る

。
）
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
）

第
百
七
条
の
四
第
一
項
後
段
中
「
公
安
委
員
会
は
」
の
下
に
「
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
考



慮
す
る
と
と
も
に
」
を
加
え
る
。

第
百
七
条
の
六
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
、
前
条
第
一
項

」
に
改
め
る
。

第
百
七
条
の
七
第
一
項
中
「
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、
「
同
条
第
三
項
」

を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
四
」
を
「
第
百
十
七
条
の
四
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

取
消
処
分
者
等
又
は
準
取
消
処
分
者
等
に
対
す
る
講
習

第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
中
「
又
は
特
定
失
効
者
」
を
「
、
特
定
失
効
者
又
は
特
定
取
消
処
分
者
」
に
改
め
、
同

項
第
十
二
号
中
「
特
定
失
効
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
定
取
消
処
分
者
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

自
転
車
の
運
転
に
よ
る
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
講
習

第
百
八
条
の
二
第
三
項
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
の
付
記
中
「
第
百
十
七
条
の
四
」
を
「
第
百

十
七
条
の
四
第
一
号
」
に
改
め
る
。



第
百
八
条
の
三
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
）

第
百
八
条
の
三
の
四

公
安
委
員
会
は
、
自
転
車
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
又

は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
つ
て
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
危
険
行
為
」
と
い
う
。
）
を
反
復
し
て
し
た
者
が
、
更
に
自

転
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
期
間
内
に
行
わ
れ
る
第

百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
講
習
（
次
条
に
お
い
て
「
自
転
車
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則

第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
七
号
）

（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
等
の
報
告
）

第
百
八
条
の
三
の
五

公
安
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
又
は
自
転
車
の
運
転
者
が
危
険
行
為
を
し

た
と
き
若
し
く
は
自
転
車
運
転
者
講
習
を
受
け
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
自
転
車
運
転
者
講
習
に
関
す
る
事
務
の
適
正
を
図
る

た
め
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
各
公
安
委
員
会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
条
の
二
第
三
項
中
「
第
七
号
」
の
下
に
「
、
第
四
条
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
百
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
中
「
第
八
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
七
条
の
四

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
五
十
一
条
の
三
（
車
両
移
動
保
管
関
係
事
務
の
委
託
）
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
二
（
放
置
車
両
確
認
機
関
）

第
六
項
、
第
五
十
一
条
の
十
五
（
放
置
違
反
金
関
係
事
務
の
委
託
）
第
二
項
、
第
百
八
条
（
免
許
関
係
事
務
の
委
託
）

第
二
項
又
は
第
百
八
条
の
二
（
講
習
）
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
八
十
九
条
（
免
許
の
申
請
等
）
第
一
項
、
第
百
一
条
（
免
許
証
の
更
新
及
び
定
期
検
査
）
第
一
項
若
し
く
は
第
百

一
条
の
二
（
免
許
証
の
更
新
の
特
例
）
第
一
項
の
質
問
票
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
提
出
し
、
又
は
第
百
一
条
の
五
（
免

許
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
）
若
し
く
は
第
百
七
条
の
三
の
二
（
国
際
運
転
免
許
証
等
を
所
持
す
る
者
に
対
す

る
報
告
徴
収
）
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者



第
百
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
二
中
「
若
し
く
は
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
七
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
他

の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
条
第
一
項
第
八
号
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

十
七

第
百
八
条
の
三
の
四
（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
）
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ

た
者

第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
五
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
二
（
環
状
交
差
点
に
お
け
る
左
折
等
）

」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
及
び
附
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て



政
令
で
定
め
る
日

二

第
二
条
中
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
第

三
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
章
第
六
節

中
第
三
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
三
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
三
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定

、
第
百
十
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
改
正
規
定
、
第
百
二
十
条
第
一
項
第
八
号

の
改
正
規
定
及
び
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
二
条
中
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
（
同
表
の
備
考
一
の
１
中
「
第
百
一
条
第
五
項
」
を
「
第
百
一

条
第
六
項
」
に
、
「
第
百
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
一
条
の
二
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項

」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
表
の
備
考
一
の
５
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
六
条
の
改
正
規
定
（
「
更
新
を
し
」
の
下

に
「
、
第
百
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
七
条
の
六
の
改
正
規
定
、
第

百
八
条
の
二
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
百
八
条
の
三
の
三
の
次
に
二
条
を
加

え
る
改
正
規
定
及
び
第
百
二
十
条
第
一
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の



規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
免
許
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
免
許
証
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

新
法
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交

通
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
法
第
百
六
条
及
び
第
百
七
条
の
六
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た

新
法
第
百
二
条
第
六
項
及
び
第
百
七
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
自
転
車
運
転
者
講
習
の
受
講
命
令
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
法
第
百
八
条
の
三
の
四
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
自
転
車
の
運
転
に

関
し
新
法
第
百
八
条
の
三
の
四
に
規
定
す
る
危
険
行
為
を
反
復
し
て
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。



（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。

（
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
百
十
七
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
三
号
若
し
く
は
第
七
号
」
に
改
め

る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の



二
の
二
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
百
十
七
条
の
二
第
五
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
十
七
条
の
二

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）
第
一
項
第
一

の
二
第
八
号

の
義
務
等
）
第
一
項
第
一
号

号
（
運
転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

第
十
九
条
第
一
項
の
表
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
の
項
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の

二
の
二
第
九
号
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
の
項
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
七
号
」
を
「
第
百
十

七
条
の
二
の
二
第
十
号
」
に
改
め
、
同
表
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
十
七
条
の
二
の

二
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
項
中
「
第
百
一
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
百
一
条
の
二
第
一



項
」
を
加
え
、
「
第
八
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
第
五
項
、
第
百
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第

六
項
、
第
百
一
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
道
路
交
通
を
め
ぐ
る
情
勢
に
鑑
み
、
自
動
車
等
の
安
全
な
運
転
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
病
気
に
か

か
っ
て
い
る
者
等
の
的
確
な
把
握
及
び
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
運
転
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
質
問
に
関
す

る
規
定
等
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
無
免
許
運
転
等
に
係
る
罰
則
の
強
化
、
自
転
車
の
運
転
に
よ
る
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た

め
の
講
習
の
導
入
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


